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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループは、明治初頭以来131年の永きに亘り真摯にタイルづくり一筋に励んで参りました。この輝かしい伝統を背景に

１　ものづくり理念

　・人と地球環境に優しい製品づくり

　・お客さまの立場に立ち、企業として自信のもてる、語れる製品づくり

２　お役立ち理念

　・タイルのある快適な暮らしをご提案します

　・タイルに関するトータルサービスをご提供し、お客様に安心をお届けします

をグループ共有の企業理念として、長年培ってきた独自の技術を活かし、省エネルギーやリサイクルによる資源の有効利用と環境保全に心がけ

け、豊かな生活空間を創造しながら、いつまでも社会に貢献し、お客さまに満足をお届けする企業を目指して積極的に取り組んでおります。

　また、内部統制システムの構築は当社グループの永続的な発展には不可欠であり、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性を確保し、関連

法規を遵守して参ります。併せて、事業に影響を与える可能性のある潜在的な事象を識別することにより、徹底したリスク管理を行い、企業価値

の維持・向上、事業目標の達成を実現して参ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則１－２】株主総会における権利行使

＜補充原則１－２－４＞

　当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率及び費用面等を勘案し、現在は不要と判断しておりますが、今後の株主構成等を総合的
に勘案し、導入等を検討して参ります。

【原則１－３】資本政策の基本的な方針

　当社は、資本政策の基本的な方針は定めておりませんが、継続した利益の出る企業体質確立を目指しております。その指標として「営業利益」
「経常利益」などの損益項目を重視しております。

【原則２－２】会社の行動準則の策定・実践

＜補充原則２－２－１＞

　「ダントーグループ行動規範12カ条」を定め、社内に周知を行っておりますが、定期的なレビューは実施しておりません。しかし、日常業務におい
て総務部が管理し、浸透に努めております。

【原則３－１】情報開示の充実

＜補充原則３－１－２＞

　当社は、現在は英語での情報の開示・提供は行っておりませんが、海外の投資家への情報提供も重要であると認識しておりますので、今後の株
主構成等を勘案し、適宜対応を進めて参ります。

【原則３－２】外部会計監査人

＜補充原則３－２－１＞

　当社では、外部会計監査人の評価基準は策定しておりませんが、四半期ごとのレビュー等を通じてその独立性及び専門性については問題が無
いことを確認しております。

【原則４－１】取締役会の役割・責務（１）

＜補充原則４－１－２＞

　当社は、中期経営計画の策定は行っておりませんが、毎年経営計画を策定し、取り組むべき課題を明確にしております。また、当期の業績等結
果も含め、株主総会招集通知等に記載し、株主総会にて説明を行っております。

＜補充原則４－１－３＞

　当社の最高経営責任者等の人選については、今後の経営戦略、事業展開等も踏まえて取締役会で検討して参ります。

【原則４－８】独立社外取締役の有効な活用

　当社では、独立性の高い社外取締役を１名選任しておりますが、適正人数につきましては、今後も検討して参ります。また、当社の社外取締役
は経営に資する非常に有用な提言等を行っております。

【原則４－１０】任意の仕組みの活用

＜補充原則４－１０－１＞

　当社は、社外取締役は１名（取締役総数５名）であり、過半数には達しておりませんが、当該社外取締役は取締役の指名及び報酬の決定につい
て取締役会において自らの知見に基づいた助言を行っており、実効性の高い審議が行われております。

【原則４－１１】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件

＜補充原則４－１１－３＞



　当社は、取締役会の実効性についての分析・評価は行っておりませんが、実効性に問題が無いと判断しております。一方で運営面の課題もござ
いますので、それらの課題については、適宜改善して参ります。

【原則５－１】株主との建設的な対話に関する方針

　当社は、対話に関する基本方針は定めておりませんが、機関投資家からの面談の要請等については、総務部をＩＲ担当部署として定め、担当役
員が対応する方針としております。

【原則５－２】経営戦略や経営計画の策定・公表

　当社は、中期経営計画を策定しておらず、資本政策に関する基本方針もありませんが、継続した利益の出る企業体質確立を目指しております。
今後、中期経営計画や資本政策に関する基本方針の策定を検討して参ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】いわゆる政策保有株式

　当社は、現在、政策保有株式は保有しておりません。今後保有する場合には、当該株式のリターンとリスク等を踏まえた中長期的な経済合理性
等を総合的に検証を行った上で実施します。また、当該株式に対する議決権の行使については、議案の内容及び当該株式の発行会社のコーポ
レート・ガバナンス体制等を総合的に勘案し行使いたします。

【原則１－７】関連当事者間の取引

　当社は、関連当事者との取引を行う場合には、予め取締役会において取引の重要性等を踏まえ決議しております。

【原則３－１】情報開示の充実

（１）企業理念については、当社ホームページで、経営戦略、経営計画は有価証券報告書（対処すべき課題等）にて開示しております。

（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「１．基本的な考え方」
に記載しております。

（３）当社では、株主総会にて承認された報酬額の範囲内で社外取締役の諮問を受け、取締役会にて適切な審議を経た上で決議しております。

（４）当社では、社外取締役の諮問を受け、取締役会にて適切な審議を経た上で決議しております。

（５）社外取締役、社外監査役を含むすべての取締役、監査役候補者の選任理由につきましては、株主総会招集通知に記載しております。

【原則４－１】取締役会の役割・責務（１）

＜補充原則４－１－１＞

　当社では、法令及び定款で定めるもののほか、取締役会規程で定める重要な経営判断に係るもの及び権限規程に従い、取締役会の決議を経
るもののとしております。

【原則４－９】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

　東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき独立性を判断します。

（１）大株主との関係

　当社の議決権所有割合10％以上の大株主ではない（法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員）。

（２）主要な取引先等との関係

　以下に掲げる当社の主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員ではなく、また、過去において業務執行取締役、執行　
役、執行役員ではない。

　・当社グループの主要な取引先（直近事業年度の取引額が当社の連結売上高２％以上を占めている）

　・当社グループを主要な取引先とする企業（直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高２％以上を占めている）

　・当社の主要な借入先（直近事業年度の事業報告における主要な借入先）

（３）専門的サービス供給者との関係（弁護士・公認会計士・コンサルタント等）

　当社から役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではない。

（４）会計監査人との関係

　当社の会計監査人の代表社員及び社員ではない。

（５）役員等を相互に派遣する場合

　当社と相互に取締役、監査役を派遣していない。

（６）近親者との関係

　当社グループの取締役、監査役、執行役員及びこれらに準じた幹部従業員の配偶者または２親等内の親族ではない。

　また、(１)から(４)に掲げる者*の配偶者または２親等内の親族ではない。

　＊大株主、主要な取引先等が法人である場合、その取締役、監査役、執行役、執行役員及びこれらに準じた幹部従業員に限る。

　上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮します。

【原則４－１１】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件

＜補充原則４－１１－１＞

　当社の取締役の選任に関して、当社の事業に関する知識及び経営者としての経営能力を重視しております。取締役の選任に関する手続に関し
ては、原則３－１（４）にて記載のとおりです。

＜補充原則４－１１－２＞

　当社の現任の取締役・監査役の兼任は、合理的な範囲に留まっております。また、他の上場会社の役員の兼任はありません。その兼任状況に
ついては、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。

【原則４－１４】取締役・監査役のトレーニング

＜補充原則４－１４－２＞

　当社は、就任時には取締役として必要な法務知識等に関する外部機関のセミナーを受講する等の取り組みを行っております。また、社外取締
役・社外監査役に対しては、必要に応じて工場見学等を実施しております。さらに、就任時に得た知識を継続的に更新するため、定期的に外部機
関のセミナー等を受講しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満



【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

淡路交通株式会社 9,120,000 30.40

有限会社ウェル・エンタープライズ 3,692,000 12.30

ダントー共和会 1,502,500 5.00

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT 915,000 3.05

ケイアイ株式会社 546,200 1.82

株式会社大建エンタープライズ 526,000 1.75

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口６） 286,000 0.95

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口２） 265,000 0.88

福中　善弘 260,000 0.86

九鬼　由美子 208,000 0.69

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 ガラス・土石製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 8 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

村島　雅弘 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

村島　雅弘 ○ ―――
　同氏の弁護士としての専門的な知識と高い見
識を活かし、当社の経営に助言を行うため。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名



監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　社長直轄の内部監査室の人員は１名であり、監査役及び会計監査人と連携し内部統制に必要な内部監査を実施しております。

　内部監査は、当社及びグループ会社を対象に監査を実施しており、監査役と協議し業務改善を図っております。

　監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、常勤監査役は、当社において経理課長、総務部長としての経験を有しており、財務

及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

　監査役監査は、取締役の職務の執行全般について監視し、取締役会をはじめとした重要な会議に出席して業務の報告を受け、すべての決算書

類等を閲覧し監査の充実を図っております。

　また、監査役は、会計監査人と監査計画及び業務報告等について定期的に打合せを行い、必要に応じて情報交換を実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

田中　貴俊 他の会社の出身者 ○

藤原　昭次 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

田中　貴俊 ○ ―――

　同氏の長年異業種で経営者として培われた

豊富な経験と高い見識に基づき、有益な意見

や指摘のもと、当社の経営を適切に監査の実

施を行うため。

藤原　昭次 　 ―――

　同氏の長年異業種で経営者として培われた

豊富な経験と高い見識に基づき、有益な意見

や指摘のもと、当社の経営を適切に監査の実

施を行うため。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

　社外取締役村島雅弘は、弁護士としての専門的な知識と高い見識を活かし、法的な観点から当社の経営に貴重な助言を行っており、当社とは
特別利害関係はなく、独立役員に適任であると考え指定致しました。



　社外監査役田中貴俊は、長年異業種で経営者として培った豊富な経験と高い見識に基づき、有益な意見や指摘のもと、当社の経営を適切に監
査を行っており、独立役員として適任であると考え指定致しました。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　現在は、取締役へのインセンティブ付与を実施しておりませんが、今後、業績連動型報酬制度の導入等のインセンティブ付与の実施を検討して
いきたいと考えております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　平成27年度有価証券報告書より　27百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社の役員の報酬については、株主総会において取締役報酬限度額は年間54百万円、監査役報酬限度額は年間12百万円と決議されておりま
す。

　各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外監査役は総務部が業務を補佐しております。また、伝達すべき情報が発生した場合、その都度総務部が纏めて送付しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）業務執行

　当社は、監査役制度を採用しており、取締役会を重要戦略の意思決定及び業務監督機関と位置づけ、常時、監査役の出席のもと活発な議論を

行い、経営方針の決定と、業務執行実施結果の承認を行っております。

（２）監査役監査

　当社の監査役監査は、取締役の職務の執行全般について監視し、取締役会をはじめとした重要な会議に出席して業務の報告を受け、すべての

決裁書類等を閲覧し監査の充実を図っております。

（３）会計監査の状況

　当社の会計監査業務は、あけぼの監査法人と監査契約を締結し会計監査を受けております。

　なお、会計監査業務を執行した公認会計士及び会計監査業務に係る補助者については、下記のとおりであります。

会計監査業務を執行した公認会計士

指定社員　業務執行社員　三瓶　勝一（継続監査年数５年）

指定社員　業務執行社員　東本　浩史（継続監査年数５年）

指定社員　業務執行社員　廣瀬　友治（継続監査年数１年）

会計監査業務に係る補助者

公認会計士　５名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社の社外取締役は１名であります。社外取締役村島雅弘は、弁護士としての専門的な知識と高い観点から必要な発言を行っており、また、社
外監査役については、監査役３名のうち２名が社外監査役であり、監査役会が定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会



議に出席し、企業経営における豊富な経験と高い見識の観点から必要な発言を行っております。また、社外監査役として独立性及び中立性を保
持し、取締役の職務の執行について監視できる体制が整っているためであります。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

その他
　カタログ・パンフレット類の配布ご説明を行い、当社の取り組みをご紹介しております。今
後更なるビジュアル化を検討して参ります。

　また、総会終了後、株主様との意見交換の場を設けております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
http://www.danto.co.jp/ir/zaimuに掲載しております。

内容…決算短信、その他適時開示情報

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

ダントーグループの役職員一人一人が、よき社会人、企業人として、誠実且つ適切な行動
を迅

速に行うために、以下のとおり行動規範を制定しております。

（顧客）

　お客様満足を追求し、安心と安全を提供します。

　本物志向の商品、サービスを提供します。

　環境に配慮した企業活動をこころがけます。

（株主）

　企業価値を高め、利益を適切に還元することで株主の期待に応え、長期的な信頼を得る
経営

を目指します。

　会社に関する情報を適時・適切に開示します。

（社員）

　社員のゆとりある豊かな生活の実現に努めます。

　安全で働きやすい職場作りを目指します。

　法律を遵守します。

　高い倫理観を持ち、社会の常識に沿った行動をします。

（社会）

　地域社会の経済・文化の発展に貢献します。

　反社会的勢力に対し利益を供与しません。

（共通）

　透明性の高い企業であるために、誠実な企業活動を実施します。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社の内部統制システムといたしましては、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき運用しております。

　各社取締役を中心としたメンバーで内部統制会議を定期的に開催し、内部統制に関わる重要事項の議論、決定を行っております。この会議では
常勤監査役も出席することで、取締役の職務の執行について監視できる体制となっております。

　社長直轄の内部監査室は、当社及びグループ会社を対象に業務遂行状況、コンプライアンス状況、リスク管理等について、定期的に内部監査

を実施しております。コンプライアンス体制及びリスク管理体制については、総務部を統括部門とし、内部監査室との連携を深め、グループ内の体
制強化を整えております。

　また、企業経営及び日常業務に関して、適宜顧問弁護士及び会計監査人等に相談及び指導を受け、リスク管理、法令遵守に努めております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動の障害となる反社会的な活動や勢力とは対決し、関係を一切持ちません。

（２）反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、金銭などによる安易な妥協はいたしません（暴力団による暴力的要求行為や、株主の権利行使
に関して利益を要求すること自体を罪に問います）。

（３）合法的であるか否かは問わず、また名目の如何を問わず、反社会的勢力とは、一切取引を行いません。

（４）反社会的勢力の影響力を利用しません。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めると共に、この基本方針に照らして不適切な者に

よって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、下記の通り、当社株式等の大規模買付行為

に関する対応策（以下、「本プラン」といいます。）を導入しました。

基本方針

　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買

付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではあり
ません。　また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

　ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グルー

プの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の

皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株

式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。

本プラン導入の目的

　本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、上記に記載の基本方針に沿うものであり、当社株

式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時

間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することを目的としています。

本プランの概要

　本プランは、以下の通り、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対

抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することによ

り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

　また、本プランでは、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判断及び対応の客観性、合理性を確保

するための機関として独立委員会を設置し、発動の是非について当社取締役への勧告を行う仕組みとしています。独立委員会は、独立委員会規

程に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、又は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験
者又はこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成します。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　コーポレート・ガバナンスの充実については、最重要課題と考えており、監査役、内部監査室、総務部を中心として外部の専門家とリレーションを
組みながら、内部統制の構築を行っております。

　今後の検討課題としては、コーポレート・ガバナンスに関連する人員の充実であり、今後も計画的に組織体制の充実を図っていく予定でありま

す。




